
老人保健施設母恋 通所リハビリテーション利用契約書 

 

(契約の目的) 

第１条  老人保健施設母恋（以下「当施設」という。）は、要支援または要介護状態と認

定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従

って、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう

に、通所リハビリテーションサービスを提供し、一方、利用者および利用者を扶養

する者または連帯保証人（以下「扶養者（連帯保証人）」という。）は、当施設に対

し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本契約の

目的とします。 

（適用期間） 

第２条  本契約は、利用者が老人保健施設母恋 通所リハビリテーション利用契約書を

当施設に提出したときから効力を有します。ただし、扶養者（連帯保証人）に変更

があった場合は、新たに契約を得ることとします。 

   ２ 利用者は、前項に定める事項の他、本契約の改定が行われない限り、初回利用時

の契約書提出をもって、繰り返し当施設を利用することができるものとします。 

（利用者からの解除） 

第３条  利用者および扶養者（連帯保証人）は、当施設に対し、利用中止の意思表明をす

ることにより、利用者の居宅サービス計画にかかわらず、本契約に基づく通所リハ

ビリテーション利用を解除・終了することができます。なお、この場合、利用者お

よび扶養者（連帯保証人）は、速やかに当施設および利用者の居宅サービス計画作

成者に連絡するものとします。 

 ただし、利用者が正当な理由なく、通所リハビリテーション実施期間中に利用中

止を申し出た場合については、原則、基本料金およびその他ご利用いただいた費用

を当施設にお支払いいただきます。 

（当施設からの解除） 

第４条  当施設は、利用者および扶養者（連帯保証人）に対し、次に掲げる場合には、本

契約に基づく通所リハビリテーションサービスの利用を解除・終了することがで

きます。 

①  利用者が要介護認定において自立と認定された場合 

②  当施設において定期的に実施される通所継続検討会議において、通所リハビ

リテーションが不適当と判断された場合 

③  利用者の病状、心身状態などが著しく悪化し、当施設での適切な通所リハビ

リテーションサービスの提供を超えると判断された場合 

④  利用者および扶養者（連帯保証人）が、本契約に定める利用料金を一定期間

以上滞納し、その間支払いを督促したにもかかわらず支払われない場合 

⑤  利用者が、当施設、当施設の職員または他の入所者などに対して、利用継続

が困難となる程度の背信行為または反社会的行為を行った場合 

⑥  天災、災害、施設・設備の故障その他やむを得ない理由により、当施設を利

用させることができない場合 



⑦  正当な利用なくサービスの利用の中止をしばしば繰り返した場合、また入院

もしくは病気等により、１か月以上に渡ってサービスが利用できない状態であ

ることが明らかな場合 

（利用料金） 

第５条  利用者および扶養者（連帯保証人）は、連帯して、当施設に対し、本契約に基づ

く通所リハビリテーションサービスの対価として、利用単位ごとの料金をもとに

計算された月ごとの合計額および利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い

必要となる額の合計額を支払う義務があります。 

   ２ 当施設は、利用者および扶養者（連帯保証人）が指定する交付先に対し、前月料

金の合計額の請求書および明細書を毎月上旬に郵送などにより発行します。利用

者および扶養者（連帯保証人）は、連帯して、当施設に対し、当該金額をその月末

日までに支払うものとします。なお、支払いの方法は別途話し合いのうえ、双方合

意した方法によります。 

   ３ 当施設は、利用者または扶養者（連帯保証人）から、１項に定める利用料金の支

払いを受けたときは、利用者または扶養者（連帯保証人）が指定する送付先に対し

て、領収書を発行します。 

（記録） 

第６条  当施設は、利用者の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作

成し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 

   ２ 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれ

に応じます。ただし、扶養者（連帯保証人）、その他の者（利用者の代理人を含み

ます）に対しては、利用者の承諾その他必要と認められる場合に限り、これに応じ

ます。 

（身体の拘束など） 

第７条  当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の

おそれがあるなど緊急やむを得ない場合は、施設管理者または施設長が判断し、身

体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、

その様態および時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を

診療録に記載することとします。 

（虐待防止に関する事項について） 

第８条 施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。  

（１） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、 

その結果について職員に周知徹底を図ります。 

（２） 虐待防止のための指針を整備します。  

（３） 虐待の防止するための定期的な研修を実施します。 

（４） その他虐待防止のために必要な措置を講じます。 

（５） 当施設では上記第７条、第８条の項目を適切に実施するための担当者を設

置します。 

 

 

 



（秘密の保持および個人情報保護） 

第９条  当施設とその職員は、当施設の個人情報保護方針（別紙）に基づき、業務上知り

得た利用者または扶養者もしくはその家族などに関する個人情報を、正当な理由

なく第三者にもらしません。ただし、次の各号については、個人情報保護方針に基

づき情報提供などを行う場合があります。 

①  継続的によい医療・介護が受けられることなどを目的とした市町村、居宅介

護支援事業者、医療機関、福祉施設、その他関連事業者への情報提供 

②  給食業務などにおける委託業者への業務上必要な情報提供 

③  学会、研究会などでの保健・医療・福祉の発展を目的とした研究発表 

④  法令に基づく場合、利用者の生命・身体・財産などの保護に必要な場合、公

衆衛生の向上などに必要な場合 

⑤  当施設において行われる研修生、実習生、学生への教育に際しての最低限度

の利用 

⑥  施設内掲示物、機関誌に個人名等が特定できない形で写真を使用する場合

があります。また上記の場合第三者の閲覧に供する場合がございますがご了

承ください。 

  ２ 前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

（緊急時の対応） 

第１０条  当施設は、利用者に対し、医学的判断により対診が必要と認める場合、協力医療

機関などへ診療を依頼することがあります。 

   ２ 当施設は、利用者に対し、当施設における通所リハビリテーションサービスでの

対応が困難な状態、または、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門

的機関を紹介します。 

   ３ 前２項のほか、通所リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が急変し

た場合、当施設は、扶養者（連帯保証人）または利用者および扶養者が指定する者

に対し、緊急に連絡します。 

（事故発生時の対応） 

第１１条  サービス提供などにより事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措

置を講じます。 

   ２ 専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関または他の専門的機

関へ診療を依頼します。 

   ３ 前２項のほか、当施設は、扶養者（連帯保証人）または利用者および扶養者が指

定する者に対し緊急に連絡します。また必要な場合は、行政機関などにも連絡しま

す。 

（要望または苦情などの申し出） 

第１２条  利用者および扶養者（連帯保証人）は、当施設の提供する通所リハビリテー 

ションサービスに対しての要望または苦情などについて、担当者に申し出ること

ができます。 

（賠償責任） 

第１３条  通所リハビリテーションサービスの提供に伴って、当施設の提供する責に帰す

べき事由によって、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害



を賠償するものとします。 

   ２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者および

扶養者（連帯保証人）は連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとしま

す。 

（利用契約に定めのない事項） 

第１４条  この契約に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるとこ

ろにより、利用者または扶養者（連帯保証人）と当施設が誠意をもって協議して定

めることとします。 

 



<別紙> 

個人情報保護に関する老人保健施設母恋の基本方針 

 

  老人保健施設母恋は常日頃より利用者の視点に立って、質の高い安全で安心な保健・医

療・福祉の提供をめざして、業務に当たっています。利用者の健康・介護状態に応じて迅速

に的確な医療・介護サービスを提供させて頂くためには、利用者に関する様々な個人情報が

必要です。 

  利用者と確かな信頼関係を築き、保持させていただき、安心して医療・介護サービスを受

けて頂くために、利用者の個人情報の安全な管理は必須です。老人保健施設母恋では、下記

の基本方針に基づき、個人情報の管理を行い、利用者の個人情報保護に厳重な注意を払って

おります。 

  

１．当施設では、個人情報保護に関する法律を遵守し、利用者の個人情報を管理しています。 

２．当施設では、利用者に関する個人情報を適正に取り扱うために、個人情報管理者を置き、

職員教育を行っています。 

３．当施設では、医療・介護サービスおよび事業所の運営管理に必要な範囲においてのみ、

利用者の個人情報を収集しています。 

４．当施設では、利用者の個人情報の使用にあたっては、医療・介護サービスの提供、医療

介護保険事務、入退所等の事業所運営業務の目的以外には使用しません。    

ただし、法令に基づく場合、利用者等の生命・身体・財産等の保護の場合、公衆衛生

の向上等に必要な場合にはこの限りではありません。 

５．当施設では、利用者の個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えいを

防止し、安全対策を実施します。 

６．当施設では、給食業務等を外部業者等に委託する場合があります。その際に、利用者の

情報をこれらの業者に知らせる必要のある場合があります。この場合、当事業所では信

頼できる業者等を選択すると同時に、利用者の個人情報が不適切に取り扱われないよ

うに契約を取り交わします。 

７．当施設では、利用者が継続的に良い医療・介護を受けられるように、個人情報を関連病

院や診療所および福祉施設等に提供する場合があります。また、学会や研究等で保健・

医療・福祉の発展を目的として情報を利用する場合があります。 

８．当施設では、利用者の必要に応じて個人情報を開示していますが、サービス提供等に支

障をきたす可能性のある場合には、開示しないことがあります。 

９．上記の基本方針に関するご質問・お問合わせは、老人保健施設母恋事務長がお受けいた

します。 

 



重要事項説明書（通所リハビリテーション） 

 

１．事業所の概要 

事業所名  社会医療法人 母恋 老人保健施設 母恋 

所 在 地  〒０５１－０００５ 北海道室蘭市新富町１丁目５番１３号 

電  話  ０１４３－２５－２１２１ 

介護保険事業所番号 ０１５３５８００３０号 

管 理 者  施設長 西野 共子（医師） 

 

２．老人保健施設の目的 

   老人保健施設は、利用者の特性を踏まえたサービス計画（以下ケアプラン）に基づき、看

護、介護、機能訓練、その他必要な医療、レクリェーションや趣味活動などを提供し、入所

者が能力に応じた日常生活を営むことができるようにするとともに、家庭で生活できるよう

支援する施設です。 

施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス事業者との密接な連携を図り、総合的なサービ

スの提供に努めます。 

 

３．事業所の職員体制など（全体） 

職  種 従事する業務 人  員 

管理者（施設長・医師） 管理全般・医療管理 1 名（常勤）1 名（非常勤） 

看護職員 看護・介護業務 11 名（常勤） 

介護職員 介護業務 37 名（常勤）3 名（非常勤）3 名（兼任） 

支援相談員 生活福祉・入退所相談 2 名（常勤）2 名（兼任） 

理学療法士 リハビリテーション 4 名（常勤） 

作業療法士 リハビリテーション 2 名（常勤） 

言語聴覚士 リハビリテーション 1 名（常勤） 

管理栄養士 給食・栄養管理 1 名（常勤）1 名（非常勤）1 名（兼任） 

介護支援専門員 施設介護計画作成 2 名（常勤）1 名（兼任） 

薬剤師 薬品管理業務 1 名（兼任） 

事務職員 事務業務全般 4 名（常勤）1 名（兼任） 

助手 介護業務補助 3 名（非常勤） 

運転手 運転業務 2 名（非常勤） 

※給食、施設保全などについては当施設管理のもと、外部業者に委託しています。 

   ※入職、退職状況により、一時的に人数が変動することがあります。 



４．施設の概要 

デイルーム：１室 

食堂：１室（１名２㎡確保） 

機能訓練室：１室 

浴室：１室（一般浴槽のほか特殊浴槽があります） 

便所：２ヵ所（車いすにも対応） 

洗面所：１ヵ所 

医務室：１室 

相談室：１室 

休憩室：１室（ベッド設置） 

 

５．利用定員：５０名（１日あたり） 

 

６．営業日・サービス提供時間 

（１）営業日 毎週月曜日～土曜日（祝日を含みます。ただし、特別休日は除きます。） 

（２）サービス提供時間（基本的に下記のとおり） 

    要介護 平日・祝祭日 ９：３０～１５：４５ 

    要支援 平日・祝祭日 ９：３０～１４：３０ 

 

７．サービス内容 

   以下のとおりとなっています。詳細はパンフレット「施設利用のご案内」をご覧ください。 

（１）利用日・時間 

    利用日・時間は担当ケアマネジャーのケアプランに基づきます。 

（２）送迎 

・専用車両でご自宅まで送迎します。 

   ・迎えは９：３０頃に施設に到着するよう順番に伺います。送りは上記サービス提供時間

終了後に施設を出発します。 

   ・気象条件や道路状況などにより、送迎時間が遅れる場合があります。 

   ・送迎範囲は半径５ｋｍを基本としますが、状況に応じて可能な範囲で対応します。 

（３）食事 

    昼食 １２：００頃～ （おやつ １４時～１５時頃） 

・利用者の状態に応じた食事形態をとります（刻み・ペーストなど）。なお、とろみ剤

などが必要な場合は持参ください。 

・本人の身体状況によっては、栄養補助食などで対応する場合があります。 

（４）介護 

   ・排泄：介助が必要な場合は、本人の状況に合わせて対応します。 

   ・移動：自力歩行が困難な場合は、歩行器や車いすを使用します。 



（５）入浴 

    ケアプランに基づいて対応します。家庭浴槽や特殊浴槽もありますので、身体状況に応

じた入浴方法をとります。自力でできない部分は介助します。 

    当日の本人の体調などにより、入浴できない場合があります。 

（６）機能訓練（リハビリテーション） 

生活動作の一つひとつを訓練と位置づけています。専門的なリハビリが必要な場合は、

ケアプランに基づきリハビリスタッフが個別訓練を行います。あわせて集団訓練も行いま

す。 

①理学療法：身体的な機能訓練 

②作業療法：社会適応能力回復のための作業活動（手芸・工作など） 

③言語療法：言語機能などに障害のある方への発声訓練や嚥下訓練 

（７）健康管理 

血圧・体温測定や医療的に必要な処置などは看護師などが行います。利用中は、原則と

して病院の受診はできません。ただし、緊急時は協力病院などと連携し対応します。 

（８）生活活性化 

レクリェーション、クラブ活動、趣味活動などを行い、生活活性化に努めます。 

誕生会や季節の行事を行います。 

（９）売店 

施設内には売店があります。営業時間は、月曜日～金曜日（祝祭日を除く）１３：１５

～１４：００です。 

 

８．施設利用にあたっての留意事項 

（１）飲酒・喫煙 

    飲酒・喫煙はできません。 

（２）火気の取り扱い 

    施設内での火気の使用は、固くお断りします。 

（３）設備・備品の利用 

    施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利用により破

損などが生じた場合、弁償していただくことがあります。 

（４）飲食物の持ち込み 

    原則として飲食物の持ち込みはご遠慮ください。（とろみ剤など個別に必要なものを除

く） 

（５）金銭、貴重品の管理 

    金銭、貴重品はなるべく持ち込まないでください。やむを得ず持参する場合は、必要最

小限の金額にして、個人で厳正に管理してください（施設での預かりは原則的にしていま

せん）。なお、紛失・盗難などの被害があった場合、一切責任を負いかねますのでご了承

ください。 

（６）靴 

    靴は動きやすいもの（運動靴・バレーシューズなど）をご用意ください。 



（７）送迎時の注意事項 

   ・当日、到着時刻を電話連絡しますので、なるべくすぐ出られるように玄関などで準備を

お願いします。なお、玄関からの移動の付き添い・介助は必要に応じてスタッフが行い

ます。 

・送迎で家に着いた際は、原則的に家族が在宅しているようお願いします。ただし、独居

などの場合はその限りではありません。 

   ・家の施錠管理は原則的に本人・家族の責任でお願いします。 

   ・送迎時の家の用事の手伝いや、行き先や送り先の変更などは原則としてできません。 

（８）休みの連絡 

    利用予定日に休む場合は、事前にデイケアスタッフ（２５－２１２１）まで連絡くださ

い。なお、当日の場合はなるべく８時までに連絡をお願いします。なお前日の１７時まで

に連絡がない場合にはお食事代を頂いています。 

（９）迷惑行為 

    他利用者の迷惑になる行為は禁止します。 

（10）宗教・政治活動など 

   施設内での他の利用者に対する営利活動・宗教の勧誘・特定の政治活動などを禁止します。 

（11）ペットの持ち込み 

    施設内へのペットの持ち込みは禁止します。 

（12）保険証類の確認 

   ・利用開始にあたって「介護保険証」「健康保険証」など関係証書類一式を提出ください。 

   ・保険証類に変更・更新があった場合も、必ず事務室へ提出してください。 

（13）薬 

    普段服用している薬は必ずご持参ください。 

（14）受診の制限 

    保険制度上、デイケアを利用した日に医療機関を受診することは原則的にできません。

よって、定期受診などがある場合は、デイケアをお休みいただくことになりますことをご

了承ください。 

    また、施設利用中に体調不良などが生じた場合は、基本的にはいったん家に帰っていた

だいてから、受診などの対応は家族にお願いします。 

    ただし、緊急の場合は直接病院にかかってもらうこともあります。 

（15）安全対策 

    高齢者は身体的特性上、転倒による負傷や、誤嚥による肺炎などの危険性を多くかかえ

ます。安全対策には十分注意を払いますが、家庭生活と同じように、不慮の事故が発生す

る場合もありますことをご了承ください。 

（16）感染対策 

施設内で新型コロナをはじめとしてインフルエンザやノロウィルスなどの感染症が発生

すると、利用者に蔓延するおそれがあります。そのため、当施設では法人全体でマニュア

ルに基づいて感染防止対策を実施（手洗い励行、必要時マスクの着用など）しています。 

かぜ症状などがある場合は、本人の体調管理および他利用者への影響などの観点から、

デイケア利用は控えてください。 



（17）カルテ開示 

    利用者および家族との信頼関係の強化ならびに診療情報共有化によるケアの質の向上を

趣旨に、利用者・家族の求めに応じて診療記録を開示します。法人内の手続きが必要です

ので、希望する場合は事務長へお申し出ください（有料）。 

（18）スタッフへの心づけ 

    スタッフに対する贈り物や飲食物の提供は固く禁じられていますので、ご了承願います。 

 

９．利用料金 

利用料金については「利用料に関する説明書」をご覧ください。内容説明のうえ別途同意

書をいただきます。 

なお、支払いが滞り、督促したにもかかわらず支払われない場合は、契約を解除する場合

があります。 

 

10．協力医療機関など 

   当施設は、下記の医療機関を協力医療機関としています。 

社会医療法人 母恋 日鋼記念病院 

   医療法人 友愛会 恵愛病院 

   市立室蘭総合病院 

 

11．非常災害対策 

   消防法に基づき、消防計画を定め、火災、地震、風水害などへの対策を行います｡ 

   非常災害用設備点検を行うとともに、有事の際はマニュアルに則って自衛組織を編成し、

利用者の安全を最優先に任務を遂行します。 

 

12．緊急時などの連絡 

サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、

家族などに連絡します。家族の連絡先は、必ず連絡がとれるよう複数お知らせください。 

 

13．相談窓口、苦情対応 

  ・サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

支援相談員 西ちひろ  事務長 石島裕士 

・施設内にご意見箱を設置しております。 

・公的機関においても次の機関において苦情申し出などができます。 

室蘭市高齢福祉課介護保険係  ０１４３－２５－３０２７ 

登別市高齢・介護グループ   ０１４３－８５－５７２０ 

伊達市保健福祉部高齢福祉課  ０１４２－８２－３１９６ 

北海道介護保険相談窓口    ０１１－２３１－４１１１ 

 



老人保健施設母恋 通所リハビリテーション利用 同意書兼契約書 

 

老人保健施設母恋を利用するに通所リハビリテーションを利用するにあたり、老人保健施設母恋通

所リハビリテーション利用契約書、重要事項説明書（通所リハビリテーション）を受領し、これらの

内容に関して、担当者による説明を受け、これらを十分に理解したうえで同意します。 

本契約を証するため、本書２通を作成し、利用者および扶養者（連帯保証人）、老人保健施設母恋が

署名押印のうえ、１通ずつ保有するものとします。 

令和     年     月     日 

事   

業 

者 

所 在 地 

〒051-0005 

北海道室蘭市新富町 1丁目 5番 13号 

電話番号 0143-25-2121 FAX 0143-25-2855 

事業者名 社会医療法人 母恋  老人保健施設 母恋 

㊞ 

代表者名 施設長 西野 共子 

 

利

用  

者 

住 所 

〒   － 

 

自宅電話 (   )    － 携帯電話 (   )    － 

氏 名          ㊞ 

扶
養
者
（
連
帯
保
証
人
） 

住 所 

〒   － 

 

電話番号 (   )    － 携帯電話 (   )    － 

氏 名 ㊞  続柄  

勤務先 

名 称  

電話番号 (     )     － 

保証限度額 300,000 円 

 

【第５条 請求書および領収証の交付先】※扶養者と異なる場合のみ記入 

氏  名 （続柄       ） 

住  所 〒   － 

電話番号 (      )       － 

方  法 郵送 ・ その他（                 ） 

 



利用料に関する説明書 
 

社会医療法人 母恋  老人保健施設 母恋 

１．利用料のしくみ 

利用料金の構造は基本的に次のとおりです。 

（１）入所・短期入所・介護予防短期入所 

①介護保険給付（原則１割負担、所得により２割または３割負担）、②居住費または滞在費、 

③食費、④実費負担分  …の合計額 

（２）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

①介護保険給付（原則１割負担、所得により２割または３割負担）、②食費、③実費負担分 

…の合計額 

 （３）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

     ①介護保険給付（原則１割負担、所得により２割または３割負担）、②実費負担分…の合計額 

 

２．介護保険負担限度額について 

 利用者の所得などの状況に応じて、国では料金の負担軽減策（負担限度額）を設けています。限度額の

区分は第１段階～第４段階に分かれており、それぞれ該当する場合、限度額が適用となります。 

   対象となる項目は、①介護保険給付分、②居住費または滞在費、③食費 …の３項目です。 

   なお、利用料計算の都合上、市町村で発行する「負担割合証」を必ず提出してください。 

 

３．請求書 

   毎月月末締めでその月の１か月分を計算します（月の途中での退所や利用中止の場合も同様です）。 

   請求書は特別な場合を除き翌月の５日に発行します。 

   その後、希望者には１０日頃までに、家族（または契約の際指定した方）に郵送などにより交付します。 

 

４．支払い方法 

   毎月５日～末日の間にお支払いください。お支払いいただきますと領収証を発行します。 

 （１）口座振替（自動引き落とし）：毎月２０日に引き落とします。申込手続きは事務受付でします。 

 （２）銀 行 振 り 込 み：北洋銀行 室蘭中央支店 普通３１５８１７６ 

              老人保健施設母恋 

窓口でのお支払いは口座振替の申込手続き期間中のみ可能です。 

＜月曜日～金曜日（祝祭日を除く）８：３０～１７：００＞ 

     

５．滞納に関して 

   期限までに支払われない場合は、原則として支払いの督促をします。万一、滞納が３カ月分以上となっ

た場合は、契約を解除する場合があります。 

 

６．料金変更の連絡 

   介護報酬改定や市場価格の変動などにより利用料が変更する場合があります。その場合は、利用者また

は家族に別途変更内容をお知らせします。 

 

７．料金表および注意事項 

   料金の詳細は別紙の料金表をご覧ください。（介護保険給付は１割負担分で表記しています。） 

なお、介護保険給付のうち、加算料金は該当するもののみ適用します。 

また、料金計算例は当施設のホームページにも掲載しています。 

http://www.bokoi.jp/rouken/index.html 

   ご不明な点は事務員にお問い合わせください。 



７．通所リハビリテーション（要介護）利用料金　（1割負担の場合）

基 622円 715円

本 738円 850円

料 852円 981円

金 987円 1,137円

1,120円 1,290円

①   

 
40円/日

介 60円/日

護 560円/月

保 加 240円/月

険 算 593円/月

給 料 273円/月

付 金 110円/日

200円/回 月2回程度

20円/回 6月に1回程度

5円/回 6月に1回程度

50円/月

100円/日

150円/回 月2回程度

155円/月 月2回程度

160円/月 月2回程度

40円/月

－47円/回
送迎を行わない
場合

600円/回 退院時1回程度

12円/日

22円/日

20円/日

24円/日

680円/日

150円/日

150円/日

　※その他、実費負担に該当するものが発生した際には、料金がかかる場合があります。

教養娯楽費（行事・レクリェーション・クラブ活動など）

 通所リハ送迎減算

 サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

 リハビリテーション提供体制加算3（5時間以上6時間未満）

介護保険給付合計額×3％相当額

 通所リハ感染症災害３％加算

（感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合）

介護職員等処遇改善加算Ⅰ　　　　　　　①介護保険給付合計額×8.6％相当額

 移行支援加算

②食費 昼食

 　　　　　　　　　　　　　　　4（6時間以上7時間未満）

 入浴介助加算（Ⅰ）

 入浴介助加算（Ⅱ）

 短期集中個別リハビリテーション実施加算

 通所リハ栄養改善加算

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

 栄養アセスメント加算

 重度療養管理加算

 口腔機能向上加算Ⅰ

 科学的介護推進体制加算

 口腔機能向上加算Ⅱイ

 口腔機能向上加算Ⅱロ

 退院時共同指導加算

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

要介護３

③実費

負担

所要時間６時間以上７時間未満

（日額）

日用品費（石けん・シャンプー・タオル類・ティッシュペーパー・コーヒー・お茶など）

所要時間５時間以上６時間未満

（日額）

要介護４

要介護５

 リハビリテーションマネジメント加算イ（6月以内）

 リハビリテーションマネジメント加算イ（6月超）

 リハビリテーションマネジメント加算ロ（6月以内）

 リハビリテーションマネジメント加算ロ（6月超）

要介護１

要介護２

要介護３



2,268円

① 4,228円

介

護

保 加

険 算

給 料

付 金

150円/日

150円/日

 要支援１

 要支援２

③実費

176円/月

①介護保険給付合計額×8.6％相当額

40円/月

88円/月

 科学的介護推進体制加算

 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1　要支援１

－120円/月

－240円/月

基
本
料
金

介護予防通所リハビリテーション

（月額）

②食費 昼食

150円/月 口腔機能向上加算Ⅰ

20円/回

5円/回

 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ

 栄養改善加算

6月に1回程度

6月に1回程度

ご利用から12月以上経過している方

ご利用から12月以上経過している方

 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ

 口腔機能向上加算Ⅱ 160円/月

50円/月

200円/月

600円/回

562円/月

240円/月

負担

　※その他、実費負担に該当するものが発生した際には、料金がかかる場合があります。

８．介護予防通所リハビリテーション（要支援）利用料金　（1割負担の場合）

 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)2　要支援2

680円/日

 日用品費（石けん・シャンプー・タオル類・ティッシュペーパー・コーヒー・お茶など）

 教養娯楽費（行事・レクリェーション・クラブ活動など）

介護職員等処遇改善加算

 予防通所リハ12月超減算21

 予防通所リハ12月超減算22

 生活行為向上リハビリテーション実施加算

 若年性認知症受入加算

 退院時共同指導加算

 栄養アセスメント加算



 

老人保健施設母恋の利用者負担にかかる同意書 

 

老人保健施設母恋のサービスを利用するにあたり、「利用料に関する説明書」に基づき、利用者負担

に関する説明を担当者から受けました。 

その内容を十分に理解し、サービスを利用した場合にその対価として施設の定める料金を支払うこ

とに同意します。 

また、料金の支払いに関しては、老健母恋に対し一切迷惑をかけないことを扶養者（連帯保証人）

とともに誓約します。 

 

 

     年     月     日 

 

社会医療法人母恋 老人保健施設母恋 

施設長  西野 共子 様 

 

 

     ＜利用者＞ 

          住 所 

 

          氏 名                   印 

 

     ＜扶養者（連帯保証人）＞ 

          住 所 

 

          電 話（     ）    － 

 

          氏 名                   印 

 

 


